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サービスのご案内 「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ！
東京海上日動のサービス体制なら安心です。

がん専用相談窓口 転院・患者移送手配

緊急医療相談 医療機関案内 予約制専門医相談

・メディカルアシスト 自動セット 24時間365日

0120-708-110

・介護アシスト

電話介護相談

0120-428-834

*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です（予約受付は、
24時間365日）。

・デイリーサポート

社会保険に関する相談

： ： ：
： ：
： ：
： ：

0120-285-110

： ：
： ：

自動セット

自動セット

各種サービス優待紹介

インターネット介護情報サービス

法律・税務相談

暮らしの情報提供

・メンタルヘルスサポート

0120-783-503



保険期間・1年
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「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症予防法）」第
6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、同条
第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症＊1または同条第8項の規定に
基づく指定感染症＊2をいいます。

病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人
民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た
に報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
政令により一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置が講じ
られている場合に限ります。

＊1

＊2
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【自転車プラン】

【賠償責任に関する補償】
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【賠償責任に関する補償】



8 9

【賠償責任に関する補償】
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【費用に関する補償】
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【費用に関する補償】
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病気やケガを正しく告知いただいた
場合であっても、保険金のお支払い
の対象とならないことがあります。

病気やケガによって保険期間中に先進医療＊1を受けられた場合（保険の対象となる方が一連の先進医療
を受けた場合は、最初に受けた日に保険金支払事由に該当したものとみなします。）
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